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ブロック塀の延長記入 ブロック塀の延長記入

※留意事項
・ブロック塀の厚さも記入
・ブロック塀に係る部分のみ対象
・門柱、門扉、ポスト、擁壁は対象外
・隣地間の塀も対象外

概要図

（記載例） （門柱）

（門扉）

（ポスト）

（門柱）

※撤去する塀と一体の部分を残す場合は建築士等によりその安全性を示していただく必要があります。

※補助対象内外を明示


